
刑
事
判
例
研
究
⑵

中
央
大
学
刑
事
判
例
研
究
会

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
五
年
法
律
第
四
九
号
）
に
よ
る
刑
の
一
部
の
執
行
猶
予
に
関
す

る
各
規
定
（
刑
法
二
七
条
の
二
な
い
し
二
七
条
の
七
）
の
新
設
は
、
刑
訴
法
四
一
一
条
五
号
に
い
う
「
刑
の

変
更
」
に
当
た
ら
な
い
と
さ
れ
た
事
例

山　
　

梨　
　

光　
　

貴

最
高
裁
平
成
二
八
年
七
月
二
七
日
第
一
小
法
廷
決
定
、
平
成
二
八
年
（
あ
）
四
五
六
号
、
覚
せ
い
剤
取
締
法

違
反
被
告
事
件
、
刑
集
七
〇
巻
六
号
五
七
一
頁
、
裁
時
一
六
五
七
号
一
頁
、
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
、
判
タ

一
四
三
二
号
七
四
頁
、
判
時
二
三
二
四
号
一
三
九
頁

【
事
実
の
概
要
】

本
件
被
告
人
は
、
覚
せ
い
剤
の
密
売
組
織
に
属
す
る
知
人
に
対
し
て
、
二
回
に
わ
た
り
、
営
利
目
的
で
覚
せ
い
剤
合
計
約
四
〇
グ
ラ
ム
を
譲
り
渡
し
た

と
い
う
覚
せ
い
剤
取
締
法
違
反
の
罪
（
同
法
四
一
条
の
二
第
二
項
、
第
一
項
）
に
よ
り
、
平
成
二
七
年
一
一
月
四
日
、
第
一
審
（
京
都
地
判
平
成
二
七
年

一
八
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一
一
月
四
日LEX

/D
B25544607

）
に
お
い
て
懲
役
四
年
六
月
お
よ
び
罰
金
五
〇
万
円
の
実
刑
を
宣
告
さ
れ
た
。
被
告
人
は
量
刑
不
当
を
理
由
に
控
訴
し

た
が
、平
成
二
八
年
三
月
一
〇
日
、原
審
（
大
阪
高
判
平
成
二
八
年
三
月
一
〇
日LEX

/D
B25544608

）
は
第
一
審
の
量
刑
を
是
認
し
、控
訴
を
棄
却
し
た
。

こ
れ
に
対
し
被
告
人
は
、
同
年
六
月
一
日
か
ら
刑
の
一
部
執
行
猶
予
制
度
が
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
本
件
上
告
審
判
決
は
六
月
一

日
以
降
に
言
い
渡
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
本
件
は
、
控
訴
審
判
決
後
に
刑
訴
法
四
一
一
条
五
号
に
い
う
「
刑
の
変
更
」
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
た
り
、

そ
の
結
果
、
同
制
度
の
趣
旨
を
反
映
し
た
量
刑
判
断
が
な
さ
れ
て
い
な
い
控
訴
審
判
決
は
、
刑
の
量
定
が
重
く
、
甚
だ
し
く
不
当
な
も
の
と
な
っ
て
お
り
、

憲
法
が
保
障
す
る
正
当
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
と
し
て
上
告
し
た
。

【
決
定
要
旨
】

最
高
裁
第
一
小
法
廷
は
上
告
を
棄
却
し
、
職
権
に
よ
り
以
下
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

「
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
五
年
法
律
第
四
九
号
）
に
よ
る
刑
の
一
部
の
執
行
猶
予
に
関
す
る
各
規
定
（
刑
法
二
七
条
の
二
な
い
し

二
七
条
の
七
）
の
新
設
は
、
被
告
人
の
再
犯
防
止
と
改
善
更
生
を
図
る
た
め
、
宣
告
刑
の
一
部
に
つ
い
て
そ
の
執
行
を
猶
予
す
る
と
い
う
新
た
な
選
択
肢

を
裁
判
所
に
与
え
る
趣
旨
と
解
さ
れ
、
特
定
の
犯
罪
に
対
し
て
科
さ
れ
る
刑
の
種
類
又
は
量
を
変
更
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
刑
の
一
部
の

執
行
猶
予
に
関
す
る
前
記
各
規
定
の
新
設
は
、
刑
訴
法
四
一
一
条
五
号
に
い
う
『
刑
の
変
更
』
に
当
た
ら
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
（
最
高
裁
昭
和
二
二

年
（
れ
）
第
二
四
七
号
同
二
三
年
一
一
月
一
〇
日
大
法
廷
判
決
・
刑
集
二
巻
一
二
号
一
六
六
〇
ノ
一
頁
参
照
）。」

【
研
　
究
】

一　

問
題
の
所
在

本
件
は
、
事
件
が
上
告
審
係
属
中
に
刑
の
一
部
執
行
猶
予
制
度
が
施
行
さ
れ
た
こ
と
が
、
刑
訴
法
四
一
一
条
五
号
に
い
う
「
刑
の
変
更
」

一
八
四



に
あ
た
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
事
案
で
あ
る
。

刑
法
六
条
は
「
犯
罪
後
の
法
律
に
よ
っ
て
刑
の
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
軽
い
も
の
に
よ
る
」
と
定
め
て
い
る
。
新
法
の
刑
が
旧

法
の
刑
よ
り
も
重
い
場
合
、
新
法
施
行
前
に
な
さ
れ
た
行
為
に
対
し
て
新
法
の
重
い
刑
を
適
用
す
る
こ
と
は
遡
及
処
罰
を
禁
止
す
る
憲
法

三
九
条
に
違
反
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
が
、
新
法
の
刑
が
旧
法
の
刑
よ
り
も
軽
い
場
合
に
は
、
新
法
施
行
前
に
な
さ
れ
た
行
為
に
対

し
て
も
新
法
の
軽
い
刑
を
適
用
す
る
こ
と
が
憲
法
三
九
条
お
よ
び
罪
刑
法
定
主
義
の
趣
旨
に
合
致
す
る
と
さ
れ）（
（

、
刑
法
六
条
は
、
刑
が
軽

い
方
向
で
変
更
さ
れ
た
場
合
に
、
そ
の
遡
及
的
な
適
用
を
例
外
的
に
み
と
め
る
も
の
と
し
て
説
明
さ
れ
る
。
刑
が
軽
く
変
更
さ
れ
た
場
合

に
は
、
経
過
規
定
が
置
か
れ
て
い
な
く
と
も
、
第
一
審
に
お
い
て
は
、
新
法
施
行
前
の
行
為
に
つ
い
て
も
、
刑
法
六
条
を
適
用
し
て
新
た

な
刑
を
遡
及
的
に
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
に
関
連
し
て
、
原
判
決
後
に
刑
の
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
き
、
刑
訴
法
三
九
七
条
一
項
、
三
八
三
条
二
号
は
「
刑
の
変
更
」
が

あ
っ
た
こ
と
を
控
訴
審
に
お
け
る
原
判
決
の
必
要
的
破
棄
事
由
と
し
、
同
法
四
一
一
条
五
号
は
上
告
審
に
お
け
る
裁
量
的
破
棄
事
由
と
し

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
各
規
定
は
、「
原
判
決
の
瑕
疵
の
補
正
を
求
め
る
も
の
で
は
な
く
、
原
判
決
後
の
事
情
変
更
を
理
由
と
し
て
原
判
決

の
訂
正
を
求
め
る
も
の
」
で
あ
り）2
（

、
原
判
決
の
当
否
は
原
判
決
時
の
事
情
に
よ
り
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
後
審
の
原
則
の

重
大
な
例
外
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
刑
の
変
更
と
い
う
重
大
な
事
情
の
変
更
が
判
決

後
に
生
じ
た
場
合
に
は
、
衡
平
の
観
点
か
ら
、
訴
訟
構
造
に
優
越
す
る
利
益
を
被
告
人
に
認
め
る
こ
と
が
実
体
的
・
具
体
的
な
正
義
の
実

現
に
資
す
る
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る）（
（

。
な
お
、
刑
訴
法
の
こ
れ
ら
の
各
規
定
に
い
う
「
刑
の
変
更
」
は
、
刑
法
六
条
に
い
う
「
刑
の

変
更
」
と
同
義
で
あ
る
と
さ
れ
、
原
判
決
が
破
棄
さ
れ
る
の
は
、
当
然
、
新
法
の
刑
が
旧
法
の
刑
よ
り
も
軽
い
場
合
に
限
ら
れ
る
こ
と
に

異
論
は
な
い）4
（
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一
八
六

本
件
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
「
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
は
、
刑
の
一
部
執
行
猶
予
に
関
す
る
規
定
を
新
設
し
た
も
の
で
あ

る
が
、
そ
の
附
則
二
条
一
項
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
各
規
定
を
遡
及
的
に
適
用
す
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
た
め
、
刑
法
六
条
に
関
係
な
く
、

第
一
審
で
あ
れ
ば
、
施
行
前
の
行
為
に
つ
い
て
も
適
用
さ
れ
得
る
こ
と
に
疑
い
は
な
い
。
問
題
は
、
そ
れ
ら
各
規
定
が
新
設
さ
れ
た
こ
と

に
よ
り
、
施
行
前
に
言
い
渡
さ
れ
た
、
そ
れ
自
体
正
当
な
原
判
決
を
破
棄
し
た
う
え
で
、
再
度
、
量
刑
判
断
を
行
う
べ
き
で
あ
っ
た
の
か

否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
上
告
審
に
係
属
中
で
あ
っ
た
本
件
で
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
が
争
わ
れ
た）5
（

。

以
下
で
は
、
本
決
定
の
判
断
を
分
析
す
る
た
め
に
、「
刑
の
変
更
」
に
あ
た
る
か
否
か
を
ど
の
よ
う
に
判
断
す
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ

て
い
る
の
か
、
刑
訴
法
四
一
一
条
五
号
お
よ
び
刑
法
六
条
に
関
す
る
議
論
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
本
稿
で

は
、
従
来
の
議
論
を
引
用
す
る
際
の
混
乱
を
可
能
な
限
り
小
さ
く
す
る
た
め
、
特
別
な
言
及
が
あ
る
場
合
を
の
ぞ
き
、
単
に
執
行
猶
予
と

い
う
場
合
に
は
、
従
来
の
全
部
執
行
猶
予
を
指
す
も
の
と
す
る
。

二　

議
論
状
況

刑
法
六
条
は
、「
犯
罪
後
の
法
律
に
よ
っ
て
刑
の
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
軽
い
も
の
に
よ
る
」
と
す
る
の
み
で
、
ど
の
よ
う
な

場
合
に
「
刑
の
変
更
が
あ
っ
た
」
の
か
に
つ
い
て
具
体
的
に
示
し
て
は
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
ど
の
よ
う
な
立
法
措
置
が
「
刑
の
変
更
」

に
あ
た
る
の
か
に
つ
い
て
解
釈
の
余
地
が
生
じ
て
い
る
。

（　

裁　

判　

例

裁
判
例
に
よ
れ
ば
、「
刑
の
変
更
」
に
あ
た
る
の
は
、
懲
役
ま
た
は
罰
金
で
あ
っ
た
法
定
刑
に
禁
錮
が
加
え
ら
れ
た
場
合
（
大
判
昭
和
五

一
八
六



一
八
七

年
一
二
月
八
日
刑
集
九
巻
八
五
八
頁
）、
労
役
場
留
置
の
期
間
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
（
大
判
昭
和
一
六
年
七
月
一
七
日
刑
集
二
〇
巻
四
二
五
頁
）

な
ど
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
他
方
、
少
年
法
の
適
用
年
齢
の
引
き
上
げ
（
東
京
高
判
昭
和
二
六
年
三
月
三
一
日
家
月
七
巻
三
号
二
七
頁
）、
執
行
猶

予
者
に
対
す
る
保
護
観
察
規
定
の
新
設
（
高
松
高
判
昭
和
二
九
年
四
月
二
〇
日
高
刑
七
巻
六
号
八
二
三
頁
）
な
ど
は
「
刑
の
変
更
」
に
あ
た
ら

な
い
と
の
判
断
が
な
さ
れ
て
い
る）6
（

。

「
刑
の
変
更
」
の
該
当
性
を
判
断
し
た
裁
判
例
で
特
に
重
要
な
の
は
、「
刑
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」（
昭
和
二
二
年
法
律
第
一
二
四
号
）

に
よ
り
執
行
猶
予
の
形
式
要
件
が
緩
和
さ
れ
た
こ
と
が
刑
法
六
条
に
い
う
「
刑
の
変
更
」
に
あ
た
る
か
が
争
わ
れ
た
最
判
昭
和
二
三
年

一
一
月
一
〇
日
刑
集
二
巻
一
二
号
一
六
六
〇
ノ
一
頁
（
以
下
、
昭
和
二
三
年
判
決
と
い
う
。）
で
あ
る
。「
刑
の
変
更
」
の
該
当
性
を
判
断
し

た
数
少
な
い
最
高
裁
判
決
で
あ
り
、
本
決
定
も
昭
和
二
三
年
判
決
を
引
用
し
て
い
る
。

昭
和
二
三
年
判
決
で
は
、
執
行
猶
予
の
形
式
要
件
の
う
ち
、
宣
告
刑
が
二
年
以
下
と
さ
れ
て
い
た
も
の
を
三
年
以
下
に
緩
和
し
た
刑
法

の
一
部
改
正
が
「
刑
の
変
更
」
に
あ
た
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
。
法
廷
意
見
は
、「
刑
法
第
六
條
は
特
定
の
犯
罪
を
処
罰
す
る
刑
の
種
類

又
は
量
が
法
令
の
改
正
に
よ
っ
て
犯
罪
時
と
裁
判
時
と
に
お
い
て
差
異
を
生
じ
た
場
合
で
な
け
れ
ば
適
用
さ
れ
な
い
規
定
で
あ
る
」
と
し

た
う
え
で
、「
刑
の
執
行
猶
予
の
條
件
に
関
す
る
規
定
の
変
更
は
、
特
定
の
犯
罪
を
処
罰
す
る
刑
の
種
類
又
は
量
を
変
更
す
る
も
の
で
は

な
い
か
ら
、
刑
法
第
六
條
の
刑
の
変
更
に
当
た
ら
な
い
」
と
判
示
し
た
。
つ
ま
り
、
刑
法
六
条
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
被
告
人
が
現

実
に
服
す
る
個
別
具
体
的
な
刑
の
「
量
」
が
変
化
す
る
か
否
か
で
は
な
く
、法
が
万
人
に
対
し
て
予
定
す
る
一
般
的
・
抽
象
的
な
刑
の
「
量
」

が
変
化
し
た
か
否
か
で
あ
り
、
執
行
猶
予
の
形
式
要
件
の
緩
和
は
こ
れ
に
あ
た
ら
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
法
廷
意
見
に
よ
れ
ば
、
執

行
猶
予
は
「
そ
の
性
質
か
ら
い
え
ば
、
刑
の
執
行
を
一
時
猶
予
す
る
と
い
う
だ
け
の
も
の
で
あ
」
り
、「
刑
の
執
行
の
し
か
た
で
あ
っ
て

刑
そ
の
も
の
の
内
容
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る）7
（

。
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他
方
、
昭
和
二
三
年
判
決
に
は
、
真
野
毅
判
事
に
よ
る
反
対
意
見
が
付
さ
れ
て
い
る
。
真
野
判
事
に
よ
れ
ば
、「
刑
の
執
行
猶
予
は
、

観
念
的
に
見
れ
ば
性
質
上
刑
の
内
容
と
し
て
刑
に
内
在
す
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、
た
だ
刑
の
執
行
を
一
時
猶
予
す
る
に
過
ぎ
な
い
も
の

で
あ
る
」
が
、「
執
行
猶
予
を
…
現
実
の
制
度
と
し
て
考
え
る
と
き
に
お
い
て
、
そ
れ
は
單
に
刑
の
執
行
を
一
時
延
期
す
る
と
い
う
ば
か

り
で
な
く
、
猶
予
期
間
を
無
事
に
経
過
し
た
曉
に
は
刑
の
言
渡
の
効
力
が
失
わ
れ
る
と
い
う
制
度
で
あ
る
と
い
う
実
態
を
そ
の
ま
ま
端
的

に
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
」
な
い
と
こ
ろ
、「
実
質
的
に
は
刑
の
執
行
猶
予
は
、
科
刑
上
刑
の
量
以
上
に
重
視
す
べ
き
大
き
な
價
値
が
あ

る
し
、
又
現
に
実
際
に
お
い
て
も
、
裁
判
官
、
検
察
官
、
弁
護
人
、
被
告
人
及
び
そ
の
他
の
関
係
者
に
と
っ
て
、
單
な
る
刑
の
量
な
ど
と

較
べ
も
の
に
な
ら
ぬ
程
に
科
刑
上
重
要
視
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
な
ど
か
ら
す
れ
ば
、「
本
件
執
行
猶
予
規
定
の
改
正
は
『
刑
の
変
更
』
に

該
当
す
る
も
の
と
言
う
を
相
当
と
す
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
真
野
判
事
の
理
解
に
従
え
ば
、
法
廷
意
見
の
よ
う
に
刑
の
執
行
を
猶
予
す
る

こ
と
を
「
刑
の
執
行
の
し
か
た
」
と
し
て
、
そ
の
形
式
要
件
の
緩
和
が
「
刑
の
変
更
」
に
該
当
し
な
い
と
す
る
理
解
は
「
全
く
形
式
的
な

物
の
考
え
方
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
刑
の
執
行
の
全
部
が
猶
予
さ
れ
、
被
告
人
が
服
す
る
個
別
具
体
的
な
刑
の
「
量
」
が
〇
に

な
る
こ
と
に
よ
り
、
被
告
人
は
社
会
の
な
か
で
お
お
よ
そ
通
常
の
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
猶
予
期
間
を
無
事

に
経
過
す
れ
ば
、
比
較
的
早
期
に
資
格
制
限
や
公
民
権
の
停
止
と
い
っ
た
不
利
益
な
取
扱
い
が
将
来
に
わ
た
っ
て
取
り
消
さ
れ
る
こ
と
に

な
る）8
（

。
執
行
猶
予
が
有
す
る
刑
事
政
策
上
の
効
果
を
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
き
、
執
行
猶
予
の
有
無
は
被
告
人
に
と
っ
て
重
大
な
関
心

事
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
執
行
猶
予
に
関
す
る
規
定
の
変
更
は
刑
法
六
条
に
い
う
「
刑
の
変
更
」
に
あ
た
る
と
し
て
原
判
決
を
破
棄
す
べ
き

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
昭
和
二
三
年
判
決
で
は
、
執
行
猶
予
の
形
式
要
件
の
緩
和
が
「
刑
の
変
更
」
に
あ
た
る
か
に
つ
い
て
異
な
る
見
解
が
示

さ
れ
た
。「
刑
の
変
更
」
を
あ
く
ま
で
も
形
式
的
に
理
解
す
る
な
ら
ば
、
執
行
猶
予
の
形
式
要
件
の
緩
和
は
こ
れ
に
あ
た
ら
な
い
こ
と
に

一
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な
る
が
、「
刑
の
変
更
」
を
実
質
的
に
理
解
し
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
制
度
の
刑
事
政
策
上
の
効
果
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
執
行
猶
予
の

形
式
要
件
の
緩
和
も
「
刑
の
変
更
」
に
あ
た
る
余
地
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
。

2　

学　

説

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
学
説
上
、
執
行
猶
予
の
形
式
要
件
に
関
す
る
規
定
の
変
更
は
刑
法
六
条
に
い
う
「
刑
の
変
更
」
に
あ
た
る
と
す

る
見
解
が
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る）（
（

。
団
藤
博
士
に
よ
れ
ば
、「
刑
の
執
行
猶
予
は
…
、
猶
予
期
間
を
無
事
に
経
過
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

刑
の
言
渡
そ
の
も
の
の
効
力
を
失
わ
せ
る
も
の
で
、
い
い
か
え
れ
ば
刑
罰
権
を
消
滅
さ
せ
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
」
ず
、「
こ
れ
を
単
に
『
刑

の
執
行
の
し
か
た
』
と
考
え
る
の
は
不
当
で
あ
」
っ
て
、「
刑
法
六
条
の
『
刑
の
変
更
』
を
実
質
的
に
解
す
る
と
き
は
、
刑
の
執
行
猶
予

の
条
件
に
関
す
る
規
定
の
変
更
も
ま
た
こ
れ
に
属
す
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
」
で
あ
り）（1
（

、
判
例
の
立
場
は
「
お
そ
ら
く
不
当
で
あ
る
」）
（（
（

と

さ
れ
て
い
る
。
団
藤
博
士
は
、
真
野
判
事
と
同
様
、
執
行
猶
予
が
有
す
る
刑
事
政
策
上
の
効
果
を
考
慮
し
、
刑
法
六
条
に
い
う
「
刑
の
変

更
」
を
実
質
的
に
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

他
方
、
昭
和
二
三
年
判
決
と
同
様
、
執
行
猶
予
の
形
式
要
件
の
緩
和
は
刑
法
六
条
に
い
う
「
刑
の
変
更
」
に
あ
た
ら
な
い
と
す
る
見
解

も
み
ら
れ
る
。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
刑
法
六
条
は
「
個
々
の
量
刑
の
軽
重
を
問
題
と
す
る
の
で
は
な
く
、
新
旧
ど
ち
ら
の
法
律
を
適
用

す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
検
討
す
べ
き
刑
の
軽
重
の
判
断
に
は
、
刑
の
内
容
を
な
す
も
の
で
は
な
い
執
行
猶
予
の
条
件
は

含
ま
れ
な
い
と
解
す
る
べ
き
で
あ
る
」）
（1
（

と
さ
れ
、
法
が
予
定
す
る
一
般
的
・
抽
象
的
な
刑
の
「
量
」
が
変
更
さ
れ
て
い
な
い
執
行
猶
予
の

形
式
要
件
の
緩
和
は
「
刑
の
変
更
」
に
あ
た
ら
な
い
と
す
る
判
例
の
立
場
が
支
持
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
特
に
、

刑
訴
法
四
一
一
条
五
号
と
の
関
係
で
説
得
力
を
有
す
る
。
と
い
う
の
も
、
刑
訴
法
四
一
一
条
五
号
が
事
後
審
た
る
上
告
審
の
構
造
の
重
大

刑
事
判
例
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な
例
外
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
同
号
に
い
う
「
刑
」
と
は
、
宣
告
刑
と
い
う
個
別
具
体
的
な
刑
で
は
な
く
、
法
定
刑
ま
た
は
処
断
刑

と
い
う
一
般
的
・
抽
象
的
な
刑
を
指
す
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
り
、
昭
和
二
三
年
判
決
も
こ
の
よ
う
な
判
断
を
前
提
と
し
て
い
る

と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る）（1
（

と
こ
ろ
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
「
刑
の
変
更
」
と
は
あ
く
ま
で
法
定
刑
ま
た
は
処
断
刑
の
「
量
」
に
変
更
を

加
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
理
解
で
き
る
か
ら
で
あ
る）（1
（

。
こ
の
立
場
に
お
い
て
は
、「
刑
の
変
更
」
は
形
式
的
か
つ
厳
格
に
解

釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
執
行
猶
予
が
有
す
る
刑
事
政
策
上
の
効
果
は
、
そ
の
該
当
性
の
判
断
に
際
し
て
考
慮
さ
れ
る
必
要
は
な
い
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
よ
う
に
、「
刑
の
変
更
」
の
該
当
性
に
関
し
て
は
、
こ
れ
を
実
質
的
に
判
断
す
る
か
形
式
的
に
判
断
す
る
か
、
す
な
わ
ち
、
問

題
と
な
っ
て
い
る
制
度
が
有
す
る
刑
事
政
策
上
の
効
果
を
考
慮
す
る
か
否
か
で
見
解
が
対
立
し
て
い
る
状
況
に
あ
る
。

三　

刑
の
一
部
執
行
猶
予
制
度
の
概
要

こ
こ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、「
刑
の
変
更
」
の
該
当
性
の
判
断
に
関
し
て
は
、ふ
た
つ
の
異
な
る
見
解
が
対
立
し
て
い
る
。
仮
に
、「
刑

の
変
更
」
を
実
質
的
に
理
解
す
る
立
場
を
採
用
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
問
題
と
な
る
制
度
が
有
す
る
刑
事
政
策
上
の
効
果
が
明
ら
か
に
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
本
制
度
の
刑
事
政
策
上
の
効
果
を
検
討
す
る
前
提
と
し
て
、
制
度
の
構
造
と
法
的
性
質
に
関
す
る
議
論
、
そ

し
て
運
用
状
況
を
こ
こ
で
簡
単
に
確
認
す
る
こ
と
と
す
る
。

（　

構　

造

わ
が
国
が
導
入
し
た
刑
の
一
部
執
行
猶
予
制
度
は
、
裁
判
所
が
有
期
刑
を
言
い
渡
す
際
に
、
そ
の
刑
の
一
部
の
執
行
を
猶
予
し
、「
薬

一
九
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物
使
用
等
の
罪
を
犯
し
た
者
に
対
す
る
刑
の
一
部
の
執
行
猶
予
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
薬
物
使
用
等
の
罪
を
犯
し
た
者
で

あ
れ
ば
必
要
的
に
、
そ
の
他
の
罪
を
犯
し
た
者
で
あ
れ
ば
裁
判
所
の
裁
量
に
よ
り
、
そ
の
猶
予
期
間
中
、
保
護
観
察
に
付
す
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
た
と
え
ば
、
従
来
、
懲
役
三
年
の
実
刑
が
相
当
と
さ
れ
て
い
た
事
案
に
対
し
て
、「
懲
役
三
年
、
う
ち
一
年
に

つ
き
三
年
間
執
行
猶
予
」
と
い
う
判
決
を
裁
判
所
が
言
渡
す
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た）（1
（

。

2　

立 

法 

趣 

旨

本
制
度
の
根
拠
規
定
を
新
設
し
た
「
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
お
よ
び
「
薬
物
使
用
等
の
罪
を
犯
し
た
者
に
対
す
る
刑
の
一

部
の
執
行
猶
予
に
関
す
る
法
律
」
の
法
案
趣
旨
に
つ
い
て
、
当
時
の
法
務
大
臣
は
、「
施
設
内
処
遇
と
社
会
内
処
遇
と
の
連
携
に
よ
っ
て
、

再
犯
防
止
及
び
改
善
更
生
を
促
そ
う
と
す
る
も
の
」
で
あ
る
と
し
、「
刑
の
言
渡
し
に
つ
い
て
新
た
な
選
択
肢
を
設
け
る
も
の
で
あ
っ
て
、

犯
罪
を
し
た
者
の
刑
事
責
任
に
見
合
っ
た
量
刑
を
行
う
こ
と
に
変
わ
り
が
な
く
、
従
来
よ
り
刑
を
重
く
し
、
あ
る
い
は
軽
く
す
る
も
の
で

は
」
な
い
と
説
明
し
て
い
る）（1
（

。
す
な
わ
ち
、
立
法
者
の
意
思
と
し
て
は
、
刑
の
一
部
執
行
猶
予
制
度
は
、
あ
く
ま
で
も
、
受
刑
者
の
再
犯

防
止
と
改
善
更
生
の
観
点
か
ら
、
施
設
内
処
遇
と
社
会
内
処
遇
の
連
携
を
強
化
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
寛
刑
化
や
重
罰
化
を
意
図
し
た
も

の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（　

学　

説

本
制
度
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
、
本
制
度
を
実
質
に
お
い
て
保
安
処
分
と
同
視
す
る
見
解）（1
（

も
主
張
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
学
説
上
は
、

一
部
執
行
猶
予
を
従
来
の
執
行
猶
予
と
パ
ラ
レ
ル
に
考
え
、「
身
柄
の
拘
束
（
実
刑
部
分
）
と
社
会
内
で
の
心
理
強
制
（
単
純
一
部
執
行
猶
予
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の
場
合
）
や
保
護
観
察
（
保
護
観
察
付
一
部
執
行
猶
予
の
場
合
）
か
ら
成
る
刑
と
し
て
の
実
質
を
も
っ
た
独
自
の
刑
罰
で
あ
る
と
考
え
る
方
が

望
ま
し
い
」
と
す
る
見
解）（1
（

や
、「
一
部
執
行
猶
予
は
、
実
刑
が
相
当
で
あ
る
と
い
う
量
刑
判
断
を
前
提
に
、
想
定
さ
れ
る
刑
期
の
一
部
を
、

再
犯
防
止
（
特
別
予
防
）
に
役
立
た
せ
る
た
め
に
、
比
較
的
長
期
の
社
会
内
処
遇
に
作
り
替
え
る
制
度
と
し
て
理
解
さ
れ
る
」
と
す
る
見

解
）
（1
（

が
有
力
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
、
本
制
度
を
「
全
部
実
刑
の
亜
種
」
な
い
し
「
実
刑
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
と
し
て
捉
え
る
理
解
が

コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
て
い
る
と
さ
れ
る）11
（

。
本
制
度
を
適
用
し
た
近
時
の
裁
判
例
に
よ
っ
て
も
、
本
制
度
を
適
用
す
る
か
否
か
の
判
断
に
先

行
し
て
実
刑
相
当
の
判
断
が
な
さ
れ
て
お
り
、「
全
部
実
刑
の
亜
種
」
な
い
し
「
実
刑
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
の
考
え
方
に
依
拠
し
た

判
断
が
な
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る）1（
（

。

以
上
の
よ
う
に
、
刑
の
一
部
執
行
猶
予
は
「
全
部
実
刑
の
亜
種
」
な
い
し
「
実
刑
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る

と
す
る
見
方
が
有
力
で
あ
り
、実
際
の
裁
判
実
務
に
お
い
て
も
こ
れ
が
採
用
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、『
平
成
二
九
年
版
犯
罪
白
書
』

に
よ
れ
ば
、
施
行
初
年
の
二
〇
一
六
年
に
お
い
て
、
同
制
度
が
適
用
さ
れ
た
事
案
の
ほ
と
ん
ど
（
九
〇
・
七
％
）
が
覚
せ
い
剤
取
締
法
違
反

に
係
る
事
案
で
あ
る
ほ
か
、
一
部
執
行
猶
予
に
付
さ
れ
た
者
の
す
べ
て
（
一
〇
〇
・
〇
％
）
が
保
護
観
察
に
付
さ
れ
て
お
り
、
同
制
度
が
被

告
人
の
再
犯
防
止
と
改
善
更
生
を
促
進
す
る
た
め
の
制
度
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
よ
う
な
制
度
理
解
、
法

的
性
質
に
関
す
る
議
論
、
運
用
状
況
を
踏
ま
え
、
以
下
、
本
決
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
い
く
。

四　

検　

討

本
決
定
は
、
昭
和
二
三
年
判
決
を
引
用
し
な
が
ら
、
刑
の
一
部
執
行
猶
予
に
関
す
る
規
定
の
新
設
は
、
刑
訴
法
四
一
一
条
五
号
に
い
う

「
刑
の
変
更
」
に
該
当
し
な
い
と
判
断
し
た
。
本
制
度
の
遡
及
適
用
を
認
め
て
い
る
附
則
二
条
一
項
が
存
在
し
て
い
る
の
も
、
立
法
者
と

一
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し
て
は
、
本
制
度
の
導
入
は
刑
法
六
条
に
い
う
「
刑
の
変
更
」
に
あ
た
ら
な
い
と
理
解
し
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
ず）11
（

、
本
件
に
関
す
る

先
行
評
釈
も
、
概
ね
、
こ
の
結
論
を
是
認
し
て
い
る
。
し
か
し
、
最
高
裁
が
こ
の
結
論
に
い
た
っ
た
の
が
、
本
制
度
が
刑
訴
法
四
一
一
条

五
号
に
い
う
「
刑
の
変
更
」
を
形
式
的
に
理
解
し
た
か
ら
な
の
か
、
あ
る
い
は
、「
刑
の
変
更
」
を
実
質
的
に
理
解
し
た
う
え
で
、
本
制

度
の
刑
事
政
策
上
の
効
果
を
考
慮
し
た
結
果
な
の
か
、
と
い
う
点
に
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

（　

判 

断 

構 

造

本
決
定
は
、
刑
の
一
部
執
行
猶
予
に
関
す
る
規
定
の
新
設
に
関
し
て
、
①
被
告
人
の
再
犯
防
止
と
改
善
更
生
を
図
る
た
め
の
も
の
で
、

②
宣
告
刑
の
一
部
に
つ
い
て
そ
の
執
行
を
猶
予
す
る
と
い
う
新
た
な
選
択
肢
を
裁
判
所
に
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
③
特
定
の
犯
罪
に
対
し

て
科
さ
れ
る
刑
の
種
類
又
は
量
を
変
更
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
三
つ
の
判
断
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
①
の
判
断

に
つ
い
て
は
、
被
告
人
の
再
犯
防
止
と
改
善
更
生
の
促
進
が
本
制
度
導
入
の
目
的
で
あ
る
と
い
う
立
法
趣
旨
を
最
高
裁
と
し
て
是
認
し
た

も
の
で
あ
り
、
③
の
判
断
の
、
ど
の
よ
う
な
場
合
が
「
刑
の
変
更
」
に
当
た
る
の
か
と
い
う
定
義
に
つ
い
て
は
、
昭
和
二
三
年
判
決
の
立

場
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
争
い
は
な
い
。

昭
和
二
三
年
判
決
が
引
用
さ
れ
、「
刑
の
変
更
」
の
定
義
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
以
上
、
本
決
定
は
、「
刑
の
変
更
」
の
該
当
性
を
、
問
題

と
な
っ
て
い
る
制
度
の
刑
事
政
策
上
の
効
果
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
あ
く
ま
で
も
形
式
的
に
理
解
す
る
と
い
う
昭
和
二
三
年
の
立
場
を

踏
襲
し
て
い
る
と
み
る
の
が
、
本
決
定
の
最
も
素
直
な
理
解
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
本
制
度
の
導
入
は
、
明
ら
か
に
、
特
定
の
犯
罪
を

処
罰
す
る
法
定
刑
と
処
断
刑
の
い
ず
れ
に
も
変
更
を
加
え
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
昭
和
二
三
年
判
決
に
対
す

る
厳
し
い
批
判
を
受
け
、
最
高
裁
が
「
刑
の
変
更
」
の
該
当
性
を
実
質
的
に
理
解
す
る
余
地
を
残
し
た
と
す
る
見
方
も
、
完
全
に
排
斥
さ
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れ
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
②
の
判
断
に
お
い
て
「
新
た
な
選
択
肢
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら

れ
た
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
で
あ
る
。

2　
「
新
た
な
選
択
肢
」
と
い
う
表
現

本
決
定
は
、
昭
和
二
三
年
判
決
を
参
照
し
な
が
ら
も
、
本
制
度
を
、
裁
判
所
に
与
え
ら
れ
た
「
新
た
な
選
択
肢
」
で
あ
る
と
し
て
、
執

行
猶
予
を
「
刑
の
執
行
の
し
か
た
」
と
し
た
昭
和
二
三
年
判
決
の
表
現
を
避
け
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
執
行
猶
予
を
「
刑
の
執

行
の
し
か
た
」
と
す
る
形
式
的
な
説
明
に
対
し
て
学
説
か
ら
大
き
な
批
判
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
最
高
裁
と
し
て
こ
の
よ
う

な
形
式
的
な
説
明
を
排
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
、「
新
た
な
選
択
肢
」
と
い
う
表
現
に
は
、
そ
れ
自
体
大
き
な
意
味
は
な
い
と
の

評
価
が
な
さ
れ
て
い
る）11
（

一
方
で
、「
刑
の
執
行
の
し
か
た
」
と
い
う
表
現
を
避
け
た
こ
と
は
、
刑
の
一
部
執
行
猶
予
を
、
単
な
る
刑
の
執

行
方
法
と
し
て
で
は
な
く
、
独
自
の
刑
罰
と
し
て
理
解
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
の
評
価
も
な
さ
れ
て
い
る）11
（

。

前
者
の
場
合
、「
新
た
な
選
択
肢
」
と
い
う
表
現
は
、
結
論
と
の
関
係
で
は
意
味
を
有
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
後
者
の

場
合
に
は
、
刑
の
一
部
執
行
猶
予
制
度
の
刑
事
政
策
上
の
効
果
を
考
慮
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
の
考
慮
が
結
論
に
影
響
を
与

え
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、「
刑
の
変
更
」
を
実
質
的
に
理
解
す
る
余
地
を
残
し
た
可
能
性
も
あ
り
得
る

こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
本
決
定
が
「
新
た
な
選
択
肢
」
と
い
う
表
現
を
用
い
た
点
に
着
目
し
、
本
決
定
が
「
刑
の
変
更
」
を
実
質
的
に

理
解
す
る
余
地
を
残
し
た
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

（　
「
刑
の
変
更
」
を
実
質
的
に
理
解
す
る
可
能
性

一
九
四



本
決
定
が
「
刑
の
変
更
」
を
実
質
的
に
理
解
す
る
余
地
を
残
し
て
い
る
と
理
解
す
る
場
合
、
刑
の
一
部
執
行
猶
予
制
度
が
有
す
る
刑
事

政
策
上
の
効
果
を
考
慮
し
た
と
し
て
、
本
件
は
、
本
決
定
の
結
論
、
す
な
わ
ち
、
本
制
度
の
新
設
に
関
す
る
規
定
の
新
設
は
「
刑
の
変
更
」

に
あ
た
ら
な
い
、
と
い
う
結
論
に
至
り
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
本
制
度
が
有
す
る
刑
事
政
策
上
の

効
果
を
特
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
決
定
が
是
認
す
る
立
法
趣
旨
に
よ
れ
ば
、
刑
の
一
部
執
行
猶
予
制
度
は
、
施
設
内
処
遇
と
社
会
内
処
遇
の
有
機
的
な
連
携
を
強
化
す

る
こ
と
に
よ
る
被
告
人
の
再
犯
防
止
と
改
善
更
生
の
促
進
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
事
実
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
本
制
度
は
、

特
に
再
犯
防
止
の
必
要
性
が
高
い
薬
物
使
用
等
の
罪
を
犯
し
た
者
に
つ
い
て
、
別
途
、
特
別
法
を
定
め
、
保
護
観
察
の
付
与
を
必
要
的
に

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
立
法
者
の
意
思
と
し
て
は
、
本
制
度
は
従
来
の
量
刑
を
軽
く
す
る
も
の
で
も
重
く
す
る
も
の
で
も
な
い

と
こ
ろ
、
学
説
上
、
従
来
ど
お
り
の
量
刑
判
断
に
お
い
て
全
部
実
刑
が
相
当
で
あ
る
と
さ
れ
て
初
め
て
本
制
度
の
適
用
の
有
無
が
考
慮
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
有
力
に
示
さ
れ
て
お
り
、
実
務
の
運
用
も
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
沿
っ
て
い
る
。
本
制
度
が
適
用
さ

れ
た
事
案
の
す
べ
て
に
お
い
て
保
護
観
察
が
付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
実
務
上
、
本
制
度
が
再
犯
防
止
を
つ
よ
く
意
識
し
て
運
用

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
要
す
る
に
、
本
制
度
に
よ
り
刑
の
執
行
が
一
部
猶
予
さ
れ
る
こ
と
に
は
、
被
告
人
の
再
犯
防
止
と
改

善
更
生
の
た
め
の
処
遇
体
制
が
強
化
さ
れ
る
と
い
う
効
果
が
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
効
果
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
問
題
は
、

刑
の
執
行
を
一
部
猶
予
す
る
こ
と
に
よ
り
被
告
人
の
再
犯
防
止
と
改
善
更
生
の
た
め
の
処
遇
体
制
が
強
化
さ
れ
る
と
い
う
刑
事
政
策
上
の

効
果
を
、「
刑
の
変
更
」
と
の
関
係
で
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
、
で
あ
る
。

既
に
確
認
し
た
よ
う
に
、「
刑
の
変
更
」
と
従
来
の
執
行
猶
予
に
関
す
る
議
論
に
お
い
て
は
、
執
行
猶
予
の
刑
事
政
策
上
の
効
果
を
重

視
し
、
執
行
猶
予
の
形
式
要
件
の
緩
和
を
「
刑
の
変
更
」
に
含
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。
前
述
の
よ
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う
に
、
従
来
の
執
行
猶
予
に
は
、
刑
の
全
部
の
言
渡
の
効
力
を
失
わ
せ
る
と
い
う
重
大
な
効
果
が
認
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
刑
務
所
に
収

容
さ
れ
る
こ
と
で
社
会
生
活
の
基
盤
が
失
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
り
、
執
行
猶
予
の
有
無
は
、
引
き
続

き
通
常
の
社
会
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
を
決
定
す
る
も
の
と
し
て
、
被
告
人
に
と
っ
て
重
大
な
関
心
事
で
あ
る
と
い
え
る
。

刑
の
執
行
が
全
部
猶
予
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
被
告
人
の
生
活
基
盤
が
維
持
さ
れ
、
負
の
烙
印
付
け
も
回
避
し
得
る
と
い
う
刑
事
政
策
上

の
効
果
を
考
慮
す
る
と
き
、
そ
の
形
式
要
件
に
緩
和
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
被
告
人
が
執
行
猶
予
に
付
さ
れ
る
余
地
が
生
じ
た
場
合

に
、
執
行
猶
予
と
い
う
選
択
肢
が
存
在
す
る
状
況
の
も
と
で
量
刑
判
断
を
行
う
こ
と
が
衡
平
の
観
点
か
ら
の
正
義
の
実
現
を
求
め
る
刑
法

六
条
（
お
よ
び
刑
訴
法
四
一
一
条
五
号
）
の
趣
旨
に
合
致
す
る
と
い
う
主
張
に
は
、
一
定
の
説
得
力
が
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
制
度
の
刑
事
政
策
上
の
効
果
を
「
刑
の
変
更
」
の
該
当
性
の
判
断
に
反
映
さ
せ
る
と
し
て
も
、
刑
の
執
行
の
一
部
を
猶

予
す
る
本
制
度
の
導
入
が
、
刑
の
執
行
の
全
部
を
猶
予
す
る
た
め
の
形
式
要
件
の
緩
和
と
同
様
に
「
刑
の
変
更
」
に
あ
た
り
得
る
と
結
論

付
け
る
こ
と
に
は
、
な
お
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
従
来
の
執
行
猶
予
に
付
さ
れ
る
か
否
か
が
、

上
述
の
よ
う
に
、
衡
平
の
観
点
か
ら
の
正
義
の
実
現
に
寄
与
す
る
と
み
る
余
地
が
あ
る
一
方
で
、
一
部
執
行
猶
予
に
付
さ
れ
る
か
否
か
は
、

あ
く
ま
で
被
告
人
の
再
犯
防
止
と
改
善
更
生
の
た
め
の
手
段
と
し
て
本
制
度
が
利
用
さ
れ
る
か
否
か
と
い
う
、
い
わ
ば
「
政
策
的
な
」
判

断
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
必
ず
し
も
衡
平
の
観
点
か
ら
の
正
義
の
実
現
に
寄
与
す
る
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
刑
の
執
行
が

一
部
猶
予
さ
れ
る
と
い
っ
て
も
、
従
来
の
執
行
猶
予
が
回
避
で
き
た
問
題
を
回
避
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
被
告
人
の
再
犯
防
止
と
改

善
更
生
の
た
め
の
手
段
が
本
制
度
以
外
に
も
着
実
に
整
備
さ
れ
て
い
る
現
状
に
鑑
み
る
と
、
一
般
論
と
し
て
、
本
制
度
を
用
い
る
こ
と
が

す
べ
て
の
被
告
人
の
再
犯
防
止
と
改
善
更
生
を
促
進
す
る
と
は
必
ず
し
も
断
言
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

刑
訴
法
と
の
関
連
で
い
え
ば
、
再
犯
防
止
対
策
と
い
う
「
政
策
的
」
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
代
表
す
る
制
度
の
ひ
と
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
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る
本
制
度
の
導
入
が
、
事
後
審
の
原
則
を
優
越
す
る
よ
う
な
性
質
の
も
の
と
は
言
い
難
く
、
や
は
り
、
同
制
度
の
導
入
に
あ
た
っ
て
原
判

決
を
破
棄
す
る
こ
と
が
、
は
た
し
て
刑
訴
法
四
一
一
条
五
号
の
求
め
る
正
義
の
実
現
に
寄
与
す
る
と
解
す
る
余
地
が
あ
る
の
か
と
い
う
点

に
疑
問
が
残
る
。
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
、「
刑
の
変
更
」
を
実
質
的
に
理
解
し
た
と
し
て
も
、
本
制
度
の
導
入
は
「
刑
の
変
更
」
に

は
あ
た
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
最
高
裁
は
、「
新
た
な
選
択
肢
」
と
い
う
表
現
を
、
本
制
度
が
、
施
設
内
処
遇

と
社
会
内
処
遇
の
連
携
強
化
の
た
め
に
、
自
由
刑
と
い
う
刑
罰
の
執
行
方
法
に
つ
い
て
、
施
設
内
で
の
執
行
と
社
会
内
で
の
執
行
の
そ
れ

ぞ
れ
の
割
合
の
配
分
を
裁
判
所
に
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
で
用
い
て
お
り
、
そ
れ
が
事
後
審
の
原
則
を
優
越
す
る
よ
う

な
例
外
事
由
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
刑
の
変
更
」
に
は
あ
た
ら
な
い
と
結
論
付
け
た
、
と
理
解
す
る
余
地
が
あ
る
と
い
え
よ
う）11
（

。

以
上
の
よ
う
に
、
本
件
は
「
刑
の
変
更
」
を
形
式
的
に
理
解
し
よ
う
と
実
質
的
に
理
解
し
よ
う
と
同
じ
結
論
に
至
り
得
る
。
本
決
定
は

昭
和
二
三
年
判
決
と
同
様
、「
刑
の
変
更
」
を
形
式
的
に
理
解
し
て
い
る
と
み
る
の
が
素
直
で
あ
る
が
、「
新
た
な
選
択
肢
」
と
い
う
表
現

を
用
い
た
点
に
着
目
す
れ
ば
、「
刑
の
変
更
」
を
実
質
的
に
理
解
す
る
余
地
を
残
し
た
と
い
う
見
方
も
、
可
能
性
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。

五　

本
決
定
の
意
義

本
決
定
は
、
刑
の
一
部
執
行
猶
予
制
度
に
関
す
る
規
定
の
新
設
が
刑
訴
法
四
一
一
条
五
号
に
い
う
「
刑
の
変
更
」
に
該
当
し
な
い
と
し

た
初
め
て
の
判
断
で
あ
り
、
ま
た
、
被
告
人
の
再
犯
防
止
と
改
善
更
生
を
促
進
す
る
と
い
う
本
制
度
の
立
法
趣
旨
を
最
高
裁
と
し
て
是
認

し
た
点
に
つ
い
て
も
、
先
例
と
し
て
の
意
義
が
大
き
く
、
参
照
価
値
も
高
い
。
刑
訴
法
四
一
一
条
五
号
（
お
よ
び
刑
法
六
条
）
と
の
関
連
で

い
え
ば
、「
刑
の
変
更
」
に
つ
い
て
、
文
言
を
厳
格
に
解
釈
し
、
こ
れ
を
形
式
的
に
理
解
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
立
場
と
、
こ
れ
を
実

質
的
に
理
解
し
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
制
度
が
も
つ
刑
事
政
策
上
の
効
果
を
考
慮
し
て
そ
の
判
断
に
反
映
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
立
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場
が
対
立
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
先
例
と
異
な
る
後
者
の
立
場
の
可
能
性
を
残
し
た
と
み
る
余
地
が
指
摘
で
き
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
刑
の

一
部
執
行
猶
予
制
度
の
導
入
に
関
す
る
規
定
の
新
設
が
問
題
と
な
っ
た
本
件
の
場
合
、い
ず
れ
の
立
場
を
採
用
し
よ
う
と
も
、そ
れ
が
「
刑

の
変
更
」
に
あ
た
る
と
は
言
い
難
く
、
結
論
自
体
は
妥
当
で
あ
る
が
、「
刑
の
変
更
」
を
理
解
す
る
際
に
前
述
の
い
ず
れ
の
立
場
が
妥
当

で
あ
る
の
か
は
、
な
お
議
論
の
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
。

本
決
定
は
、
新
た
な
制
度
が
施
行
さ
れ
た
直
後
と
い
う
限
定
的
な
時
期
に
し
か
争
わ
れ
な
い
、
特
殊
な
事
例
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
し

か
し
、
そ
れ
は
裏
を
返
せ
ば
、
刑
の
一
部
執
行
猶
予
と
い
う
新
た
な
制
度
の
運
用
に
つ
い
て
、
し
ば
ら
く
は
混
乱
が
生
じ
得
る
と
い
う
こ

と
を
示
唆
し
て
い
る
。
本
制
度
の
運
用
方
法
が
問
題
と
な
る
際
に
は
、本
制
度
の
制
度
趣
旨
か
ら
遡
っ
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
こ
ろ
、

本
決
定
が
立
法
趣
旨
を
是
認
し
た
点
は
、
今
後
の
本
制
度
に
関
す
る
裁
判
に
お
い
て
も
十
分
な
意
味
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

（
（
）
団
藤
重
光
編
『
注
釈
刑
法
（
一
）
総
則
（
一
）』（
有
斐
閣
、
一
九
六
四
年
）
三
〇
頁
〔
団
藤
重
光
〕、
大
塚
仁
ほ
か
編
『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル

刑
法
〔
第
三
版
〕
第
一
巻
』（
青
林
書
院
、二
〇
一
五
年
）
一
一
一
頁
〔
古
田
佑
紀
＝
渡
辺
咲
子
〕、大
塚
仁
『
注
解
刑
法
〔
増
補
版
第
二
版
〕』（
青

林
書
院
、
一
九
七
七
年
）
二
一
頁
。
な
お
、
西
田
典
之
＝
山
口
厚
＝
佐
伯
仁
志
編
『
注
釈
刑
法
第
一
巻
総
論
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
〇
年
）
四
七

頁
〔
髙
山
佳
奈
子
〕
は
、「
新
法
は
旧
法
に
優
先
す
る
」
と
い
う
一
般
原
則
に
根
拠
を
求
め
る
。

（
2
）
小
野
清
一
郎
ほ
か
編
『
ポ
ケ
ッ
ト
注
釈
刑
事
訴
訟
法
（
下
）〔
新
版
〕』（
有
斐
閣
、
一
九
八
六
年
）
一
〇
七
〇
頁
。

（
（
）
平
場
安
治
ほ
か
編
『
注
解
刑
事
訴
訟
法
下
巻
〔
全
訂
新
版
〕』（
青
林
書
院
、
一
九
八
三
年
）
一
二
一
頁
〔
中
武
靖
夫
〕。

（
4
）
平
場
ほ
か
編
・
前
掲
注（
（
）
一
二
一
頁
〔
中
武
靖
夫
〕、
小
野
ほ
か
編
・
前
掲
注（
2
）
一
〇
七
〇
頁
、
河
上
和
雄
ほ
か
編
『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー

ル
刑
事
訴
訟
法
〔
第
二
版
〕
第
九
巻
』（
青
林
書
院
、
二
〇
一
一
年
）
三
一
五
頁
〔
原
田
國
男
〕。

（
5
）
も
っ
と
も
、原
判
決
後
に
「
刑
の
変
更
」
が
あ
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、そ
の
こ
と
が
た
だ
ち
に
原
判
決
の
破
棄
に
つ
な
が
る
わ
け
で
は
な
い
（
刑

一
九
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訴
法
四
一
一
条
本
文
お
よ
び
最
決
平
成
一
八
年
一
〇
月
一
〇
日
刑
集
六
〇
巻
八
号
五
二
三
頁
）。
刑
の
一
部
執
行
猶
予
に
関
す
る
各
規
定
の
新
設

が
「
刑
の
変
更
」
に
あ
た
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
原
判
決
が
維
持
さ
れ
る
可
能
性
は
依
然
と
し
て
残
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
場
合
、
控
訴
審
お
よ
び

上
告
審
は
、
当
該
立
法
措
置
が
係
属
中
の
事
案
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
具
体
的
に
検
討
し
、
原
判
決
を
破
棄
し
な
い
こ
と
が
著
し
く
正
義
に
反

す
る
か
否
か
を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
6
）
特
別
加
重
規
定
の
廃
止
は
「
刑
の
廃
止
」
で
は
な
く
「
刑
の
変
更
」
に
あ
た
る
と
さ
れ
る
。
最
決
平
成
八
年
一
一
月
二
八
日
刑
集
五
〇
巻
一
〇

号
八
二
七
頁
。

（
7
）
な
お
、
同
様
の
判
断
が
最
判
昭
和
二
三
年
六
月
二
二
日
刑
集
二
巻
七
号
六
九
四
頁
に
よ
り
な
さ
れ
て
い
る
。

（
8
）
実
刑
に
付
さ
れ
た
場
合
の
刑
の
消
滅
に
つ
き
、
刑
法
三
四
条
の
二
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
（
）
大
塚
・
前
掲
注（
（
）
二
三
頁
、
平
場
ほ
か
編
・
前
掲
注（
（
）
一
二
一
頁
〔
中
武
靖
夫
〕、
高
田
卓
爾
編
『
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
事
訴

訟
法
〔
第
三
版
〕』（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
三
年
）
三
一
九
頁
〔
小
田
中
聰
樹
〕
な
ど
。

（
（0
）
団
藤
重
光
「
刑
の
執
行
猶
予
と
刑
の
変
更
―
喧
嘩
と
正
当
防
衛
」
警
察
研
究
二
一
巻
五
号
（
一
九
五
〇
年
）
六
二
頁
。

（
（（
）
団
藤
編
・
前
掲
注（
（
）
三
三
頁
〔
団
藤
重
光
〕。

（
（2
）
大
塚
ほ
か
編
・
前
掲
注（
（
）
一
一
四
頁
〔
古
田
佑
紀
＝
渡
辺
咲
子
〕。

（
（（
）
三
上
潤
「
本
件
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
〇
三
号
（
二
〇
一
七
年
）
九
七
頁
。

（
（4
）
宮
木
康
博
「
本
件
判
批
」
法
学
教
室
四
三
五
号
（
二
〇
一
六
年
）
一
八
〇
頁
。

（
（5
）
本
制
度
に
関
連
す
る
詳
細
な
解
説
に
つ
き
、
太
田
達
也
『
刑
の
一
部
執
行
猶
予
―
犯
罪
者
の
改
善
更
生
と
再
犯
防
止
［
改
訂
増
補
版
］』（
慶
應

義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
八
年
）。

（
（6
）
第
一
八
三
回
国
会
参
議
院
法
務
委
員
会
平
成
二
五
年
五
月
二
八
日
お
よ
び
同
衆
議
院
法
務
委
員
会
平
成
二
五
年
六
月
七
日
。

（
（7
）
井
上
宜
裕
「
刑
の
一
部
執
行
猶
予
―
制
度
概
要
と
そ
の
問
題
点
」
刑
事
立
法
研
究
会
編
『
非
拘
禁
的
措
置
と
社
会
内
処
遇
の
課
題
と
展
望
』（
現

代
人
文
社
、
二
〇
一
二
年
）
一
五
五
―
一
七
六
頁
。

（
（8
）
太
田
・
前
掲
注（
（5
）
一
二
頁
。

（
（（
）
小
池
信
太
郎
「
刑
の
一
部
執
行
猶
予
制
度
の
施
行
」
法
学
教
室
四
三
四
号
（
二
〇
一
六
年
）
四
三
頁
。

（
20
）
樋
口
亮
介
「
刑
の
一
部
執
行
猶
予
制
度
の
施
行
」
罪
と
罰
五
四
巻
二
号
（
二
〇
一
七
年
）
四
五
頁
。
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（
2（
）
小
池
信
太
郎
「
統
計
に
見
る
施
行
初
年
の
一
部
執
行
猶
予
制
度
」
罪
と
罰
五
五
巻
二
号
（
二
〇
一
八
年
）
七
八
―
八
一
頁
、
高
橋
有
紀
「
刑
の

一
部
の
執
行
猶
予
を
め
ぐ
る
議
論
と
実
務
」
犯
罪
と
刑
罰
二
六
号
（
二
〇
一
六
年
）
一
一
三
頁
。

（
22
）
白
井
智
之
ほ
か
「
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
及
び
薬
物
使
用
等
の
罪
を
犯
し
た
者
に
対
す
る
刑
の
一
部
の
執
行
猶
予
に
関
す
る
法
律
に

つ
い
て
」
法
曹
時
報
六
八
巻
一
号
（
二
〇
一
六
年
）
七
四
頁
。

（
2（
）
三
好
幹
夫
「
本
件
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
時
増
刊
一
五
〇
五
号
（
二
〇
一
七
年
）
一
九
九
頁
。

（
24
）
太
田
達
也
「
本
件
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
時
増
刊
一
五
〇
五
号
（
二
〇
一
七
年
）
一
六
九
頁
。

（
25
）
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
、
本
制
度
は
あ
く
ま
で
も
刑
の
執
行
方
法
の
一
形
態
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
本
制
度
の
重
要
性
や

そ
の
導
入
の
意
義
を
何
ら
損
な
わ
せ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
刑
の
執
行
方
法
の
あ
り
方
に
つ
い
て
裁
判
所
が
よ
り
積
極
的
に
関
与
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
自
体
、
画
期
的
な
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
本
決
定
の
解
説
と
し
て
、
三
上
潤
「
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
二
五
年
法
律
第
四
九
号
）
に
よ
る
刑
の
一
部
の
執
行
猶
予
に
関
す
る
各
規
定
の
新
設
と
刑
訴
法
四
一
一
条
五
号
に
い
う
『
刑
の
変
更
』」
法
曹

時
報
七
〇
巻
七
号
（
二
〇
一
八
年
）
二
二
九
―
二
三
七
頁
。

（
本
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
課
程
在
籍
）

二
〇
〇


